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第１回 地域公共交通会議 資料 資料１ 

江戸バスに関するこれまでの検討経緯 

I 江戸バス導入の基本方針 

平成 19 年度の「公共交通のあり方調査」における検討内容、平成 20 年度の「コミュニティバス導入実施計画策定」の結果をもとに、５つのコミュニティバスの基本方針、７つの江戸バス運行計画の方向性を定める着

眼点を策定し、これに基づき平成 21 年度 12 月 1 日より運行を開始している。 
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＜方針６※＞ 

スクールバス機能をあわせもつ 

区内公共交通のあり方の方向性 

【地域内・地域間を結ぶ公共交通】 

■目標 

1）区内の交通不便エリアを解消する。 

2）施設へのアクセスを充実することにより、利便性の向上を図る。 

3）高齢者や昼間居住者及び区外からの来街者の移動の利便性を改善

する。 

4）地域コミュニティの活性化、高齢者等の健康やコミュニティの充

実、商業観光の振興に貢献する。 

5）既存公共交通サービスとの連結により、区内の公共交通網を充実

する。 

6）勝どき駅の混雑を解消するため、勝どき駅利用者の分散のため、

都バス等公共交通の充実を促進する。 

7）現行の都バスについて再編や増便などによる利便性の向上を促進

する。 

8）通学区域の弾力化に伴い、交通手段の確保を目的としスクールバ

スを導入する。 

■方向性 

現在、地域内・地域間を結ぶ公共交通としては、おもに東京都交通

局によるバス交通が運行されているが、今後は、現行のバス路線の

利便性の向上の促進、通学区域の弾力化に伴うスクールバスの導入

を含め、コミュニティバス等による新たな公共交通の導入などによ

り、さらなる公共交通の充実を図る。 

江戸バス運行計画の方向性を定める着眼点 

 

区内主要施設へのアクセス性向上 

着眼点① 

 

高齢者・児童等の移動の支援 

着眼点② 

 

通勤・通学の移動の支援 

着眼点③ 

 

既存公共交通との連携 

着眼点④ 

 

来街者の利便性向上 

着眼点⑤ 

 

ミニバスを使用することにより、 

比較的狭隘な道路もルートとする 

着眼点⑥ 

 

不定期となりがちな路線バスに 

対し、定時性を期待 

着眼点⑦ 
※検討当初、＜方針６＞スクールバス機能をあわせもつとして

いたが、検討過程において、運行自体は独立で行うこととし

た。 

【平成 19 年度】 

“区内公共交通のあり方調査”における検討結果 

 

【平成 20 年度】 

コミュニティバス導入実施計画策定におけるコミュニティバス導入 

の基本方針・着眼点 

 

【平成 21 年度】

12 月 1 日 

運行開始 

【平成 23 年 1 月】

運行ルート変更 
（ﾛｲﾔﾙﾊﾟー ｸﾎﾃﾙへの乗り入れ、

甘酒横町への延伸 等） 

【平成 24 年 7 月】

運行ルート変更 
（銀座方面延伸・ 

新富二丁目周辺の運行等）

＜方針１＞ 

施設へのアクセスを充実することにより、利便性

の向上を図る 

＜方針２＞ 

区内の交通不便エリアを連絡し既存公共交通と

連結することにより、公共交通サービスを補完

し、充実を図る 

＜方針３＞ 

高齢者など昼間居住者や区外からの来街者の移

動の利便性を改善する 

＜方針４＞ 

高齢者等の健康維持、地域コミュニティの活性

化、商業観光の振興に貢献する 

＜方針５＞ 

地域の足となるよう、区民が愛着を持ち支えてい

く交通とする 
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第１回 地域公共交通会議 資料 

II 江戸バスの運行計画（運行開始時） 
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第１回 地域公共交通会議 資料 

III 江戸バス運行計画変更についてのこれまでの検討内容 

 
 

 

 運行開始から約 1 年にあたる、平成 23 年 1 月 8 日から運行ルートの一部変更を行った。 

 主な変更場所は、ロイヤルパークホテルへの乗り入れといった日本橋区民センター周辺のルート

変更（土日祝日のみ）と、甘酒横丁から日本橋社会教育会館付近までの延伸、築地七丁目バス停

の設置箇所の変更である。 

 これらの変更に伴い、南北循環の乗り継ぎ時間を短縮するとともに、新川二丁目で乗り継ぎ券を

発行することで、南北の乗り継ぎ改善を図っている。 

 

循環 課題、意見・要望 対応 

北循環 

【運行ルート】 

 日本橋区民センター周辺のルート

変更（ロイヤルパークホテルへの乗

り入れ） 

 中洲の方から新大橋通りへ出てく

る箇所を甘酒横町まで延伸 

 

 

 

【バス停】 

 日本橋区民センターの小さな出入

り口のところにバス停があり、見逃

してしまう 

【運行ルート】 

◎利用者が多く見込まれる土日祝日の

み、ロイヤルパークホテルへ接着す

る。 

◎日本橋区民センター周辺のルート変

更。 

・甘酒横丁～日本橋社会教育会館付近ま

でバスルートを延長する。 

・バス停が日本橋区民センターの正面に

つけられるルートに変更する。 

【バス停】 

◎日本橋区民センター周辺のルート変

更と合わせて設置箇所を変更する。 

・水天宮前駅、日本橋区民センターのバ

ス停の位置を変更。 

・水天宮前、人形町駅のバス停新設。 

・土日祝日のみ、蛎殻町二丁目（ロイヤ

ルパークホテル）へ接着。 

南循環 

【バス停】 

 旅客の安全性や利便性の向上のた

め、築地七丁目バス停の設置箇所の

変更を検討 

【バス停】 

◎築地七丁目バス停の設置箇所を変更

する。 

南北の 

乗り継ぎ 

【乗り継ぎ時間】 

 中央区役所での乗り継ぎ時間が長

い 
 

【乗り継ぎ箇所】 

 新川二丁目で乗り継ぎ可能となる

ルート 

【乗り継ぎ時間】 

◎北循環のルート変更とあわせて、中央

区役所での乗り継ぎ時間を 2 分短縮

する。 

【乗り継ぎ箇所】 

◎新川二丁目で乗り継ぎ券を発行し、乗

り継ぎを可能とする。 

 

 

 

 平成 24 年 7 月 14 日の運行ルートの変更では、南循環において、運行開始時から利用者の要望と

して挙がっている銀座方面への延伸（土日祝日のみ）を行ったほか、これまで築地川公園周辺を

通って中央区役所に戻っていたルートを、入船から新富二丁目周辺を通って中央区役所に戻るル

ートに変更した。 

 これらの変更にあわせて、新富二丁目での南北循環の乗り継ぎを可能にし、乗り継ぎ時間の短縮

を図っている。 

 

循環 課題、意見・要望 対応 

南循環 

【運行ルート】 

○銀座方面への延伸（土日祝日の

み） 

 銀座方面までのルート延伸

（昭和通り、東銀座など） 

 

 

 

 

○入船・新富二丁目周辺でのルー

ト変更 

 湊、入船を経由して中央区役

所に戻るルートとしてほし

い 

【運行ルート】 

○銀座方面への延伸（土日祝日のみ） 

◎銀座方面（銀座五丁目周辺）へルートを延

伸する。 

◎運行は土日祝日のみとし、区民の買物目的

等での利用の利便性向上を図る。 

◎築地社会教育会館の前を通ることで施設へ

のアクセス性を向上する。 

○入船・新富二丁目周辺への運行 

◎入船から新富二丁目周辺を通って中央区役

所に戻るルートに変更する。 

◎南循環のルートを変更し、リハポート明石

等の横を通るルートとする。 

【バス停】 

◎上記の変更にあわせて、バス停を新設する。

◎入船・新富二丁目周辺への運行にあわせて、

利用者が比較的少ない、中央区保健所前、

築地川公園のバス停を撤去する。 

南北の 

乗り継ぎ

【乗り継ぎ】 

 中央区役所での乗り継ぎ時間

をもっと短くしてほしい 

【乗り継ぎ場所】 

◎新富二丁目で南北循環の乗り継ぎを可能と

する。 

【乗り継ぎ時間】 

◎乗り継ぎ時間を短縮する。 

〔平日〕南⇒北： 4 分（9 分短縮） 

    北⇒南：12 分（2 分短縮） 

〔休日〕南⇒北： 5 分（8 分短縮） 

◎平日の南循環から北循環へは、これまで中

央区役所で乗り継いでいたバスよりも 1 本

早いバスへと乗り継ぎが可能。 

 

平成 23 年 1 月の変更について 平成 24 年 7 月の変更について＊平成 23 年度第 1 回地域公共交通会議で報告済み＊ ＊平成 23 年度第 2 回地域公共交通会議で承認済み＊
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第１回 地域公共交通会議 資料 

IV 現在の運行計画 
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第１回 地域公共交通会議 資料 

V 平成 23 年度までに得られた課題と対応方針 

 運行計画の変更に関連しない項目も含めて、平成 23 年度の検討で得られた課題と対応方針は以下のとおり。 

 
 基本方針 

＜方針１＞ 

施設へのアクセス

を充実することによ

り、利便性の向上を

図る 

＜方針２＞ 

区内の交通不便エ

リアを連絡し既存公

共交通と連結するこ

とにより、公共交通

サービスを補完し、

充実を図る 

＜方針３＞ 

高齢者など昼間居

住者や区外からの来

街者の移動の利便性

を改善する 

＜方針４＞ 

高齢者等の健康維

持、地域コミュニテ

ィの活性化、商業観

光の振興に貢献する 

＜方針５＞ 

地域の足となるよ

う、区民が愛着を持

ち支えていく交通と

する 

達成状況・課題 

江戸バス導入の基本方針に関して 

検討事項 課題・ニーズ 

具体的な課題 

対応方針 実施・検討時期 

 中央区役所での乗り継ぎ時間が長い ○南循環の運行ルートを変更し、新富二丁目での南循環と北

循環の乗り継ぎを可能とすることで、南循環から北循環へ

の乗り継ぎ時間を短縮する。 

 最終便の運行時間をもう少し遅くする  利用実態の詳細を分析した上で、必要性や経費等を考慮し

て今後も検討する。

 逆廻りルートの運行  利用状況やそれに伴う総収支額の整理を引き続き行い、逆

廻りでの運行と系統の見直しの双方について、効率性や利

便性を分析し、長期的に検討する。 

 ループの大きさの検討（系統見直し） 

 新規ルートについては、逆廻りや系統の見直しとあわせて

その可能性を検討する。 

 中洲から聖路加国際病院へ 1 本でつなぐルート 

 勝どき周辺から日本橋、浜町へアクセスするルート

 呉服橋から日銀の間を通って三越のにんべんの

通りに右折 
 利用者が増加傾向にあることや、駅への接続の良さなどか

ら、継続して利用者数の推移を把握し検討する。 

 新川二丁目で乗り継ぎ可能となるルート（現在は

乗り継ぎ券を発行） 
 大幅なルート変更を伴うため、長期的に取り組む項目とす

る。 

 湊・入船を運行ルートに加える 

 銀座方面までルート延伸（昭和通り東銀座など）

○土日祝日のみ、銀座五丁目周辺まで南循環を延伸し、区内

移動の利便性と区民の外出機会を向上させ、更にはまちの

賑わい向上を図り、地域の足となるコミュニティバスとし

ての機能を高める。 

○あわせて、観光目的での来街者の利便性を向上し、中央区

内の観光振興へつなげる。 

 南北ルートを横断するルート 

 ほっとプラザはるみへのアクセス  環状 2 号線建設工事の状況を踏まえながら検討する。 

 もんじゃ街バス停の再検討  バス停設置に向けて、引き続き地元との調整をする。 

 鉄道駅と接続するバス停はバス停名称を「○○

駅」とする。（もしくは車内アナウンスなどの対

応）

○バス停に近接する鉄道駅については、平成 23 年 1 月から

車内アナウンスで対応している。 

 バス停の向きが道路に対して平行にたっている ○平成 23 年度、26 箇所のバス停に対応する。 

 バス停の位置がわかりにくい 

 バス停屋根については、道路状況等を考慮して検討する。 バス停に屋根やベンチを設置してほしい 

 認可外の路線を運行することが認められていないため、現

運行ルートの中でイベントとの連携を今後検討する。 

 中央区のイベント実施時に、最寄りの鉄道駅や会

場までの経路を増便するなど、柔軟に対応するこ

と 

ダイヤ 

・乗り継ぎ時間 

運行時間 

系統 

運行ルート 

設置箇所 

バ
ス
停 

名称 

施設 

その他 

・中央区内の主要な施設を

つなぐ機関として、利用

者に満足いただいてい

る。 

・今後も区民ニーズを踏ま

えたルートの見直し等

を行う。 

・公共交通不便エリアの解

消に寄与している。 

・他の公共交通との連携し

つつ、公共交通の利便性

の向上を図る。 

・高齢者の移動利便性につ

いては、一定の評価がさ

れている。 

・今後は、来街者等でもわ

かりやすく、利用しやす

いような工夫を行ってい

く必要がある。 

・単に江戸バスを利用する

だけでなく、地域の賑わ

いの向上を図るための施

策の検討を行う。 

・現在の利用者の今後の利

用意向は高いが、非利用

者が多く存在しており、

非利用者の利用促進が

必要である。 

H24.7 

中期 

 

長期 

長期 

中期 

 

H24.7 

中期 

中期 

H23.1 

H24.3 

― 

長期 

中期 

○ベンチについては、平成 23 年度、5 箇所のバス停へ設置。 H24.3 


